
 

 

  

 新生活のスタートの時期です。地域センターも転入や転出のかたで混雑しますので、住民票や印鑑登録証明書の

取得のかたはマイナンバーカードを活用したコンビニ交付が便利ですよ。 

マイナンバーカードの有効期間をご確認ください 

地域センターの 

HPもご覧ください 
発⾏ ⻑崎市⻄浦上地域センター 

〒852-8135 ⻑崎市千歳町5番1号 ☎095-848-5151 

西浦上地域センターふれあい通信 

令和7年春号 

発送整理番号 10 【回覧】 

 マイナンバーカードは10年（未成年者は5年）、カードに格納されている電⼦証明書は5年の有効期限があり、

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2〜3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。 

 電⼦証明書の更新にはカードに設定した暗証番号が必要になりますので、窓口にお越しの際はカードと一緒に

暗証番号のメモなどをお持ちください。なお、暗証番号が不明の場合には再設定もできますので、ご本⼈がカー

ドと本⼈確認書類（運転免許証や健康保険証など）を持参ください。※代理⼈による⼿続きを希望される場合

は、事前にお尋ねください 

便利な『あじさいコール』をご活用ください 

 市の制度や⼿続き、イベント情報や

施設の開館状況など、さまざまなお問

い合わせにお答えします。 

 ⻄浦上地域センターで⾏える⼿続き

についてもお答えしていますので、ぜ

ひご利⽤ください。 

カードそのものの有効期間です。この期間

を過ぎてしまうと⾝分証としての利⽤も出

来なくなります 

電⼦証明書の有効期間です。この期間が過

ぎるとカードを使ったオンライン⼿続きや

コンビニ交付、マイナ保険証などが利⽤で

きなくなります 

 カード更新の有効期限通知書には新しいカードを作るための申請書が同封されています。スマートフォンをお

持ちの方は申請書記載の⼆次元コードを読み取っていただければご⾃宅で申請が可能です。他にもご自⾝で顔写

真を添付して郵送する方法や申請書を窓口までお持ちいただく方法があります。※顔写真がご⽤意できないかた

は窓口で撮影いたします 



 

 

 

 ⻄浦上地区で⾏われた地域活動を紹介します  地域情報コーナー 

⻄北⼩校区連合自治会主催のボッチャ⼤会が２月

9⽇（⽇）に⻄北・岩屋ふれあいセンターで開催

されました。各自治会から9チームの参加があり

楽しみながら交流を深めました。 

３月1⽇（⼟）に開催された⻄北校区まちづくり協

議会主催の⻄北さるくでは⼦どもからご年配のかた

まで幅広い年代の参加があり、⻄北⼩から道ノ尾温

泉近くを周るコースを歩きました。 

西浦上地域でも地コミの輪が広がっています 

地域を守る消防団！あなたも消防団員になりませんか？ 

 火災や災害が起こったとき、真っ先に駆けつけるのが消防

団です。⻄浦上地区は主に第２分団と第３分団が管轄してお

り「自分たちのまちは自分たちで守る」を合⾔葉に、消火活

動や警戒活動、防火防災指導などを⾏っています。  

 ⻑崎市内に居住しているか、通勤または通学している１８

歳以上の健康なかたであれば入団可能ですので、活動に関心

のあるかたは消防局までお問合せください。 

 近年は⼥性の消防団員も増えていますし、各種災害対応活

動が難しいかたや体⼒に自信がないかたは、幼稚園等での防

火広報をメインとした活動も可能です。 

 あなたも一緒に地域を守りませんか︖  
お問い合せ 消防局予防課 ☎095-822-0429 

お問い合せ 地域コミュニティ推進室 ☎095-829-1283 


